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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持架台と、
　背ボトムと腰ボトムと前記腰ボトムの側部に配置された側材とを有し、かつ前記支持架
台に支持される寝台と、
を備え、
　前記側材が、前記腰ボトムのマットレス載置面から上方に向けて延びる第一のマットレ
ス規制部と、前記背ボトムのマットレス載置面よりも上方に配置された第一のボトムヒン
ジとを有し、
　前記背ボトムは、前記第一のボトムヒンジを回動中心として上方に回動することを特徴
とする寝台装置。
【請求項２】
　前記側材が第二のボトムヒンジを有し、
　前記寝台が、
　前記第二のボトムヒンジを回動中心として上下方向に回動する膝ボトムと、
　前記膝ボトムに対して上下方向に回動する足ボトムと、を備え、
　前記足ボトムに、前記足ボトムが上下方向に回動する際に前記足ボトムと前記支持架台
との間で摺動する摺動部材が設けられ、
　前記摺動部材が、前記足ボトムのマットレス載置面から上方に向けて延びる第二のマッ
トレス規制部を有することを特徴とする請求項１に記載の寝台装置。



(2) JP 6596388 B2 2019.10.23

10

20

30

40

50

【請求項３】
　カセッテを収容可能なカセッテホルダを保持可能なホルダ保持部を備え、
　前記カセッテホルダは、背ボトムまたは他のボトムに配置されたボトム側目盛部と対応
するホルダ側目盛部を備えることを特徴とする請求項１または２に記載の寝台装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、寝台装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば下記特許文献１が開示するように、ボトム上に載置されたマットレスの位置を規
制する規制部を、ボトムの側部に配置した寝台装置が従来から用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－８７６６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　寝台装置にはマットレスの位置を規制する機能の他にも、例えば寝台と側柵との間に物
などが挟まるのを防止するという機能など、他の機能を備える場合があり、これらの機能
を実現するために寝台装置の構造が複雑になるとともに、部品が増加することでコストの
増大につながっていた。
【０００５】
　本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、簡易な構成で様々な機能を備えた
寝台装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を提案している。
（１）本発明に係る寝台装置は、支持架台と、腰ボトムと前記腰ボトムの側部に配置され
た側材とを有し、かつ前記支持架台に支持される寝台と、を備え、前記側材が、前記腰ボ
トムのマットレス載置面から上方に向けて延びる第一のマットレス規制部を有することを
特徴とする。
【０００７】
　本発明の寝台装置によれば、腰ボトムの側部に配置された側材が、腰ボトムのマットレ
ス載置面から上方に向けて延びる第一のマットレス規制部を有しているため、この側材に
よりマットレスの位置のずれを防止することができる。これにより、簡易な構成で様々な
機能を備えた寝台装置を提供することができる。
【０００８】
（２）上記（１）に係る寝台装置では、前記側材が第一のボトムヒンジを有し、前記寝台
が、前記第一のボトムヒンジを回動中心として上下方向に回動する背ボトムを備え、前記
第一のボトムヒンジは、前記背ボトムのマットレス載置面よりも上方に配置されていても
よい。
【０００９】
　この場合、背ボトムが、そのマットレス載置面よりも上方に配置された第一のボトムヒ
ンジを回動中心として回動するため、例えば背ボトムがそのマットレス載置面と上下方向
に同等の位置若しくはそれよりも下方の位置に配置された回動中心まわりに回動する場合
と比較して、背上げ時における背ボトムのマットレス載置面の位置を、頭側に寄せながら
上方に向けて回動させることができる。これにより、背上げ時に背ボトムが使用者の身体
を圧迫するのを抑制することができる。
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　さらに、上記身体の圧迫を抑制する機能を、側材が第一のボトムヒンジを有することに
より実現しているため、部品の増加を抑えて簡易な構成でこの機能を実現することができ
る。
【００１０】
（３）上記（１）または（２）に係る寝台装置では、前記側材が第二のボトムヒンジを有
し、前記寝台が、前記第二のボトムヒンジを回動中心として上下方向に回動する膝ボトム
と、前記膝ボトムに対して上下方向に回動する足ボトムと、を備え、前記足ボトムに、前
記足ボトムが上下方向に回動する際に前記足ボトムと前記支持架台との間で摺動する摺動
部材が設けられ、前記摺動部材が、前記足ボトムのマットレス載置面から上方に向けて延
びる第二のマットレス規制部を有していてもよい。
【００１１】
　この場合、膝ボトムの回動中心である第二のボトムヒンジを側材が有するため、部品の
増加を抑制しながら膝ボトムの回動中心としての機能を実現するとともに、足ボトムに設
けられる摺動部材が、足ボトムと支持架台との間で摺動する機能と、足ボトムのマットレ
ス載置面から上方に向けて延びる第二のマットレス規制部によるマットレスの位置を規制
する機能と、を有するため、部品の増加を抑えつつこれらの機能を実現することができる
。
【００１２】
（４）上記（１）から（３）のいずれか１つに係る寝台装置では、カセッテを収容可能な
カセッテホルダを保持可能なホルダ保持部を備え、前記カセッテホルダは、背ボトムまた
は他のボトムに配置されたボトム側目盛部と対応するホルダ側目盛部を備えていてもよい
。
【００１３】
　この場合、ボトム側目盛部から使用者の身体の位置を読み取り、読み取った位置と対応
するホルダ側目盛部の位置にカセッテの位置を合わせた状態でカセッテホルダをホルダ保
持部に保持させることで、カセッテの位置と使用者の身体の位置とが一致し、簡便にＸ線
撮影を行うことができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、簡易な構成で様々な機能を備えた寝台装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る寝台装置の斜視図である。
【図２】図１に示す寝台装置の側面図である。
【図３】図１に示す寝台装置の上面図である。
【図４】図１に示す寝台装置の下面図である。
【図５】図２に示す寝台装置において寝台を上昇させた状態を示す側面図である。
【図６】図１に示す寝台装置において背ボトムおよび脚ボトムを回動させた状態を示す斜
視図である。
【図７】図１に示す寝台装置における、メインフレームを含む一部分の斜視図であって、
上下反転させた状態を示す図である。
【図８】図３に示す寝台装置を切断線Ｘ－Ｘにおいて切断し側方から見た断面図である。
【図９】図１に示す寝台装置における、足ボトムを含む一部分の側面図であって、脚ボト
ムを回動させた状態を示す図である。
【図１０】第２実施形態に係る背ボトムの上面図である。
【図１１】第２実施形態に係るカセッテホルダの上面図である。
【図１２】第２実施形態に係る背ボトムの斜視図であって、カセッテホルダを引き出した
状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態に係る寝台装置１０を、図１から図９に基づいて以下に説明する
。寝台装置１０は、例えば、医療環境下（介護環境下を含む）において、一般床寝台装置
やＩＣＵ寝台装置等として利用することができる。図１から図９において、矢印Ｈは人（
使用者）が寝る際に頭側Ｈとなる向きを示し、また矢印Ｆは人が寝る際に足側Ｆとなる向
きを示している。以下の説明においては、矢印Ｈ、Ｆの方向である前後方向に対して直交
する水平方向を左右方向と言う場合が有る。前後方向および左右方向は、いずれも水平方
向に沿う方向である。
【００１７】
　図１から図６に示すように、寝台装置１０は、寝台１１と、支持架台１２と、側柵１３
ａ、１３ｂと、ボード１４と、オプション１５と、駆動機構１６と、を備えている。寝台
装置１０は、電力を動力源とするいわゆる電動寝台装置（ギャッチベッド）である。
　寝台１１は、平面視した場合に左右方向よりも前後方向に長い。寝台１１の長手方向は
前後方向とされ、寝台１１の短手方向は左右方向となっている。寝台１１上には、図示し
ないマットレスが配置される。寝台１１には、前記マットレスを介して使用者が横臥する
。
【００１８】
　寝台１１は、背ボトム２１と、腰ボトム２２と、脚ボトム２３と、を備えている。これ
らの背ボトム２１、腰ボトム２２および脚ボトム２３は、頭側Ｈから足側Ｆに向けてこの
順に並んでいる。背ボトム２１は、使用者の背を支える。腰ボトム２２は、使用者の腰を
支える。脚ボトム２３は、使用者の脚を支える。
【００１９】
（支持架台）
　支持架台１２は、寝台１１を支持する。支持架台１２は、寝台１１、および寝台１１上
の使用者それぞれの荷重を受け止める。図２および図４に示すように、支持架台１２は、
ベースフレーム３１と、メインフレーム３２と、昇降機構３３と、を備えている。
　ベースフレーム３１は、平面視において矩形状をなす。ベースフレーム３１は、前後方
向に延びる第一縦部材３４と、左右方向に延びる第一横部材３５と、接地面に接地する接
地部３６と、を備えている。
【００２０】
　第一縦部材３４は、左右方向に間隔をあけて一対設けられている。
　第一横部材３５は、左右一対の第一縦部材３４間に架設されている。第一横部材３５は
、左右一対の第一縦部材３４を左右方向に連結している。第一横部材３５は、前後方向に
間隔をあけて一対設けられている。第一横部材３５は、第一縦部材３４に移動不能に固定
されている。第一横部材３５は、第一縦部材３４に溶接（固着）されている。
【００２１】
　接地部３６は、第一縦部材３４の前後方向の端部に設けられている。第一縦部材３４の
前後方向の端部は、第一横部材３５よりも前後方向の外側に突出している。なお図示の例
では、接地部３６として、キャスターを採用しているが、キャスターに代えてゴムカバー
を採用することも可能である。
【００２２】
　メインフレーム３２は、寝台１１を支持する。メインフレーム３２は、平面視において
矩形状をなす。メインフレーム３２は、前後方向に延びる第二縦部材３７と、左右方向に
延びる第二横部材３８と、オプション１５を取り付けるオプション取付け部３９と、を備
えている。
【００２３】
　第二縦部材３７は、左右方向に間隔をあけて一対設けられている。
　第二横部材３８は、左右一対の第二縦部材３７を左右方向に連結している。第二横部材
３８は、前後方向に間隔をあけて一対設けられている。第二横部材３８は、第二縦部材３
７に移動不能に固定されている。第二横部材３８は、第二縦部材３７に溶接（固着）され
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ている。第二横部材３８の左右方向の端部は、第二縦部材３７よりも左右方向に突出して
いる。
　オプション取付け部３９は、第二横部材３８の左右方向の端部に設けられている。
【００２４】
　図４および図５に示すように、昇降機構３３は、メインフレーム３２をベースフレーム
３１に対して昇降自在に連結する。昇降機構３３は、前後一対の昇降ユニット４０を備え
ている。一対の昇降ユニット４０は、腰ボトム２２を前後方向に挟むように配置されてい
る。各昇降ユニット４０は、左右一対のリンク機構４１と、左右一対のリンク機構４１を
連結する連結部材４２と、を備えている。前後一対の昇降ユニット４０が並行に作動する
ことで、昇降機構３３が寝台１１を昇降させる。
【００２５】
　図１および図６に示すように、支持架台１２は、背ボトム２１および脚ボトム２３を回
動自在に支持している。本実施形態では、腰ボトム２２が支持架台１２に固定され、背ボ
トム２１および脚ボトム２３が、後述するボトムヒンジ６４ｄ（第一のボトムヒンジ）お
よびボトムヒンジ６４ｅ（第二のボトムヒンジ）を介して腰ボトム２２にそれぞれ回動自
在に連結されている。
【００２６】
　ボード１４は、支持架台１２における前後方向の両端部に配置されている。ボード１４
は、表裏面が前後方向を向く板状に形成されている。ボード１４は、支持架台１２に着脱
自在に装着されている。ボード１４は、頭側Ｈに位置するヘッドボード１４ａと、足側Ｆ
に位置するフットボード１４ｂと、を備えている。
【００２７】
（側柵）
　側柵１３ａ、１３ｂは、支持架台１２における左右方向の端部に配置されている。本実
施形態では、側柵１３ａ、１３ｂは、支持架台１２に対して左右方向の両側に配置されて
いる。側柵１３ａ、１３ｂは、前後方向に間隔をあけて配置されている。側柵１３ａ、１
３ｂは、支持架台１２に昇降自在に連結されている。
【００２８】
　側柵１３ａ、１３ｂは、前後方向に沿う頭側Ｈに偏って配置されている。寝台装置１０
を左右方向から見た側面視において、側柵１３ａ、１３ｂは、ヘッドボード１４ａに対し
て近接し、フットボード１４ｂに対して離間している。
　オプション１５は、オプション取付け部３９に着脱自在に装着されている。本実施形態
では、オプション１５としてスペーサ１５ａが備えられている。スペーサ１５ａは、前記
側面視における側柵１３ｂとフットボード１４ｂとの間の空間を塞いでいる。
【００２９】
（駆動機構）
　駆動機構１６は、不図示のボタン等の操作に基づき、背ボトム２１および脚ボトム２３
を回動させる。また、駆動機構１６は、不図示のボタン等の操作に基づき、寝台１１を昇
降させる。
　駆動機構１６は、寝台１１を昇降させる昇降駆動機構５１と、背ボトム２１または脚ボ
トム２３を回動させる回動駆動機構５２と、を備えている。
　図４に示すように、昇降駆動機構５１及び回動駆動機構５２は、支持架台１２に取り付
けられる。昇降駆動機構５１及び回動駆動機構５２は、寝台１１の下方に配置されている
。昇降駆動機構５１及び回動駆動機構５２は、前後方向に伸縮する直動アクチュエータで
ある。
【００３０】
　昇降駆動機構５１は、昇降機構３３に駆動力を伝達してメインフレーム３２をベースフ
レーム３１に対して昇降させる。昇降駆動機構５１は、前後方向に一対設けられている。
一対の昇降駆動機構５１は、寝台１１における左右方向の中央部に配置されている。
【００３１】
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　各昇降駆動機構５１の前後方向の両端部は、メインフレーム３２と、昇降ユニット４０
と、にそれぞれ取り付けられている。頭側Ｈの昇降駆動機構５１では、頭側Ｈの端部が、
頭側Ｈの昇降ユニット４０に取り付けられ、足側Ｆの端部が、メインフレーム３２に取り
付けられている。足側Ｆの昇降駆動機構５１では、足側Ｆの端部が、足側Ｆの昇降ユニッ
ト４０に取り付けられ、頭側Ｈの端部が、メインフレーム３２に取り付けられている。
【００３２】
　回動駆動機構５２は、背ボトム２１を回動させる第一駆動機構５３と、脚ボトム２３を
回動させる第二駆動機構５４と、を備えている。第一駆動機構５３および第二駆動機構５
４は、昇降駆動機構５１を左右方向に挟むように配置されている。第一駆動機構５３およ
び第二駆動機構５４の前後方向の両端部は、支持架台１２と、背ボトム２１または脚ボト
ム２３と、にそれぞれ取り付けられている。
【００３３】
　なお本実施形態では、支持架台１２には、第一駆動機構５３および第二駆動機構５４の
前後方向の端部が共通して取り付けられる取付け部材４３が設けられている。取付け部材
４３は、第二縦部材３７間に左右方向に架設されている。取付け部材４３は、腰ボトム２
２よりも足側Ｆに配置されている。第一駆動機構５３および第二駆動機構５４の前後方向
の足側Ｆの端部はいずれも、取付け部材４３に取り付けられている。これにより、例えば
、第一駆動機構５３および第二駆動機構５４が、支持架台１２の別々の部材に取り付けら
れる場合に比べて、構造の簡素化が図られている。
【００３４】
（腰ボトム）
　図７に示すように、腰ボトム２２は、一対の固定材６１と、連結材６２と、ボトム板６
３と、一対の側材６４と、を備えている。一対の固定材６１は、支持架台１２上に間隔を
あけて配置され、支持架台１２に固定される。各固定材６１は、左右方向に延びている。
一対の固定材６１は、前後方向に間隔をあけて配置されている。各固定材６１は、左右一
対の第二縦部材３７に架設されている。各固定材６１の左右方向の端部は、左右一対の第
二縦部材３７から左右方向の外側に向けて突出している。各固定材６１は、第二縦部材３
７に溶接（固着）されている。固定材６１は、パイプ（管状）である。固定材６１を左右
方向から見た形状は、矩形状である。
【００３５】
　連結材６２は、一対の固定材６１間に配置され、一対の固定材６１を連結する。連結材
６２は、間隔をあけて複数設けられている。本実施形態では、連結材６２は、左右方向に
間隔をあけて一対配置されている。連結材６２は、一対の固定材６１を前後方向に連結し
ている。連結材６２における前後方向の両端部は、固定材６１に溶接（固着）されている
。
【００３６】
　一対の連結材６２は、一対の固定材６１における左右方向の中央部に配置されている。
各連結材６２は、互いに同等の形状で同等の大きさに形成されている。連結材６２は、プ
レート（板状）である。連結材６２は、左右方向に直交する直交面に沿って延びている。
連結材６２は、上下方向よりも前後方向に長い。
【００３７】
　連結材６２は、本体板６５と、突出板６６と、を備えている。本体板６５は、本体板６
５の正面視において前後方向に長い矩形状に形成されている。本体板６５の上下両縁はそ
れぞれ、連結材６２の上下両面に対して、上下方向に同等の位置に配置されている。本体
板６５の前後方向の端縁はそれぞれ、固定材６１に溶接（固着）されている。
【００３８】
　突出板６６は、本体板６５から下方に向けて突出している。突出板６６は、本体板６５
における足側Ｆの端部に配置されている。突出板６６は、突出板６６の正面視において矩
形状に形成されている。突出板６６は、本体板６５よりも前後方向に小さい。
【００３９】
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　ボトム板６３は、一対の固定材６１および連結材６２を覆い、一対の固定材６１に固定
されている。ボトム板６３は、一対の固定材６１および連結材６２を上方から覆っている
。ボトム板６３は、ボトム板６３の正面視において左右方向に長い矩形状に形成されてい
る。ボトム板６３の左右方向の大きさは、固定材６１の左右方向の大きさと同等である。
ボトム板６３の前後方向の端部は、一対の固定材６１上に配置され、固定材６１に固定さ
れている。ボトム板６３の下面には、本体板６５の上縁が突き当てられている。
【００４０】
　一対の側材６４は、ボトム板６３の左右方向の両端部に配置されている。本実施形態で
は、一方の側材６４が、側柵１３ａ、１３ｂと上下方向に対向している。一対の側材６４
は、左右方向に直交する直交面に沿って延びている。一対の側材６４は、一対の固定材６
１の端部同士を連結する。一対の側材６４は、固定材６１に溶接（固着）されている。
　一対の側材６４は、互いに同等の形状で同等の大きさに形成されている。側材６４は、
プレート（板状）である。側材６４は、例えば鋼板をプレス加工することにより成形され
る。側材６４は、上下方向よりも前後方向に長い。側材６４は、連結材６２やボトム板６
３よりも前後方向に長い。
【００４１】
　側材６４は、マットレス規制部６４ａ（第一のマットレス規制部）と、一対のバッグ保
持部６４ｂと、ベルト受け部６４ｃ（第二のベルト受け部）と、ボトムヒンジ６４ｄ、６
４ｅと、を有する。
　マットレス規制部６４ａは、ボトム板６３のマットレス載置面から上方に向けて延びて
いる。マットレス規制部６４ａは、ボトム板６３上に載置される不図示のマットレスの左
右方向における位置を規制する。マットレス規制部６４ａと側柵１３ａ、１３ｂとの間の
距離は、それぞれ例えば６０ｍｍ未満となっている。マットレス規制部６４ａと側柵１３
ａ、１３ｂとの間の距離は、それぞれＩＥＣ規格に定められた要求を満たす。
【００４２】
　各バッグ保持部６４ｂは、左右方向に片持ち梁状に延びる梁部と、梁部の先端から上方
に向けて突出する突出部と、を有するフック状に形成されている。各バッグ保持部６４ｂ
には、不図示の採尿バッグ等を掛けて保持することができる。ベルト受け部６４ｃは、側
材６４を左右方向に貫通し、前後方向に長い長丸穴状に形成されている。ベルト受け部６
４ｃには、不図示のベルトが挿通して位置を規制される。ボトムヒンジ６４ｄ、６４ｅは
、側材６４を左右方向に貫通する貫通孔である。ボトムヒンジ６４ｄは、背ボトム２１の
回動中心となる。ボトムヒンジ６４ｅは、膝ボトム２４の回動中心となる。
【００４３】
（背ボトム）
　図１に示すように、背ボトム２１の左右両側の端部には、連結板６８が固定されている
。連結板６８には、連結板６８を左右方向に貫通する貫通孔が形成されている。連結板６
８の貫通孔と、側材６４のボトムヒンジ６４ｄと、が共通のピンにより挿通されることで
、背ボトム２１はボトムヒンジ６４ｄを中心として上下方向に回動する。
【００４４】
　図１、図３等に示すように、背ボトム２１は、複数の通気孔２１ａと、複数のベルト受
け部２１ｂ（第一のベルト受け部）と、を有する。各通気孔２１ａ及び各ベルト受け部２
１ｂは、背ボトム２１を上下方向に貫通している。各ベルト受け部２１ｂは、背ボトム２
１のうち外周縁の近傍に配置されている。各通気孔２１ａは、背ボトム２１のうち各ベル
ト受け部２１ｂよりも内側の部分に配置されている。複数のベルト受け部２１ｂには、そ
れぞれ不図示のベルトが挿通して、位置を規制される。なお、ベルト受け部２１ｂに挿通
するベルトは、側材６４のベルト受け部６４ｃに挿通するベルトと同一であってもよい。
【００４５】
　図８に示すように、背ボトム２１には連結部材５６が固定されている。連結部材５６は
、例えば鋼板をプレス加工して成形される。連結部材５６には、連結部材５６を左右方向
に貫通する長丸穴５６ａが形成されている。連結部材５６は長尺状の部品であり、その長
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手方向の一端は背ボトム２１に固定され、他端には長丸穴５６ａが配置されている。連結
部材５６は、長丸穴５６ａを介して第一駆動機構５３に連結されている。より詳しくは、
第一駆動機構５３の頭側Ｈの端部に形成された貫通孔と、連結部材５６の長丸穴５６ａと
が、単一のピン５３ａによって挿通されている。
【００４６】
　図８に示すように、長丸穴５６ａにおける足側Ｆの端部とピン５３ａとの間には、隙間
αが形成されている。これにより、第一駆動機構５３が静止した状態でも、隙間αの範囲
内で、背ボトム２１がボトムヒンジ６４ｄを中心として上下方向に回動することができる
。例えばこの隙間αが無かった場合、第一駆動機構５３の駆動力によって、背ボトム２１
の頭側Ｈの端部が第二縦部材３７に押し付けられる場合がある。
【００４７】
（脚ボトム）
　図１に示すように、脚ボトム２３は、膝ボトム２４と、足ボトム２５と、を備えている
。これらの膝ボトム２４および足ボトム２５は、頭側Ｈから足側Ｆに向けてこの順に並ん
でいる。膝ボトム２４は、使用者の膝から腰を支える。足ボトム２５は、使用者の膝から
足先を支える。
　膝ボトム２４と足ボトム２５とは、左右方向に延びる屈曲軸２７回りに回動自在に連結
されている。そのため、膝ボトム２４がボトムヒンジ６４ｅ回りに回動すると、屈曲軸２
７が頂点をなすように、脚ボトム２３が上方に向けて屈曲する。
【００４８】
　膝ボトム２４の左右両側の端部には、膝ボトム支持板６９がそれぞれ固定されている。
膝ボトム支持板６９には、膝ボトム支持板６９を左右方向に貫通する貫通孔が形成されて
いる。膝ボトム支持板６９の貫通孔と、側材６４のボトムヒンジ６４ｅと、が共通のピン
により挿通されているため、膝ボトム２４がボトムヒンジ６４ｅを中心として上下方向に
回動する。
【００４９】
　足ボトム２５の左右両側の端部には、足ボトム支持板６７がそれぞれ固定されている。
足ボトム支持板６７は、足ボトム２５を支持する。足ボトム支持板６７と側柵１３ｂとの
間の距離は、例えば６０ｍｍ未満となっている。足ボトム支持板６７と側柵１３ｂとの間
の距離は、ＩＥＣ規格に定められた要求を満たす。
　図３に示すように、足ボトム２５の足側Ｆの端部には、２つの摺動部材２８が取り付け
られている。摺動部材２８は、工業用樹脂等の摺動性に優れた材質により形成されている
。
【００５０】
　図９に示すように、摺動部材２８は、マットレス規制部２８ａ（第二のマットレス規制
部）と、取り付け部２８ｂと、摺動面２８ｃと、を有する。取付け部２８ｂは、側面視に
おいてＣ字状に形成され、足ボトム２５を挟持している。マットレス規制部２８ａは、取
り付け部２８ｂの上面のうち足側Ｆの端部から上方に向けて延びている。マットレス規制
部２８ａは、足ボトム２５のマットレス載置面から上方に向けて延びている。摺動面２８
ｃは、取り付け部２８ｂの下面である。
【００５１】
　次に、以上のように構成された寝台装置１０の作用について説明する。
【００５２】
　第二駆動機構５４が駆動すると、膝ボトム２４がボトムヒンジ６４ｅを中心に回動する
。これに連動して、足ボトム２５が屈曲軸２７回りに回動する。このとき、図９に示すよ
うに、膝ボトム２４の足側Ｆの端部に取り付けられた摺動部材２８の摺動面２８ｃが、メ
インフレーム３２の第二縦部材３７上を摺動する。これにより、足ボトム２５の端部と第
二縦部材３７とが直接摺動して、塗装の剥がれ等が生じるのを防止することができる。
【００５３】
　以上説明したように、本実施形態による寝台装置１０によれば、腰ボトム２２の左右方
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向の側部に配置された側材６４が、マットレス規制部６４ａによるマットレスの位置を規
制する機能と、バッグ保持部６４ｂによる採尿バッグを保持する機能と、ベルト受け部６
４ｃによるベルト位置を規制する機能と、を有するため、簡易な構成でこれらの機能を実
現することができる。
【００５４】
　さらに、マットレス規制部６４ａが上方に向けて延びることによって、側材６４と側柵
１３ａ、１３ｂとの間の距離がＩＥＣ規格に定められた要求を満たすものとなっているた
め、簡易な構成で側材６４と側柵１３ａ、１３ｂとの間に物などが挟まるのを防止するこ
とができる。また、マットレス規制部６４ａにより物などが挟まるのを防止することがで
きるので、例えば、腰ボトム２２のマットレス載置面の高さを上げることで物などが挟ま
るのを防止する場合と比較して、マットレス載置面の高さを側柵１３ａ、１３ｂに対して
大きく下方に配置した状態で物などが挟まるのを防止することができる。その結果、マッ
トレス載置面をより低くして、いわゆる低床化を図り易くすることが可能となる。
【００５５】
　また、ボトムヒンジ６４ｄは、背ボトム２１のマットレス載置面よりも上方に配置され
ている。このため、背ボトム２１がそのマットレス載置面と上下方向に同等の位置若しく
はそれよりも下方の位置に配置された回動中心を中心に回動する場合と比較して、背上げ
時における背ボトム２１のマットレス載置面の位置を、頭側Ｈに寄せながら上方に向けて
回動させることができる。これにより、背上げ時に背ボトム２１が使用者の身体を圧迫す
るのを抑制することができる。
　さらに、上記の圧迫を抑制する機能を、側材６４がボトムヒンジ６４ｄを有することに
より実現しているため、部品の増加を抑えて簡易な構成でこの機能を実現することができ
る。
【００５６】
　また、背ボトム２１が複数の通気孔２１ａを有するため、寝台装置１０の通気性を向上
させて寝心地を快適にすることができるとともに、この背ボトム２１が、ベルトの位置を
規制するベルト受け部２１ｂを有しているため、これらの機能を簡易な構成で実現するこ
とができる。
【００５７】
　また、膝ボトム２４の回動中心であるボトムヒンジ６４ｅを側材６４が有するため、部
品の増加を抑制しながら膝ボトム２４の回動中心としての機能を実現するとともに、足ボ
トム２５に取り付けられる摺動部材２８が、足ボトム２５と第二縦部材３７との間で摺動
する機能と、マットレス規制部２８ａによるマットレスの位置を規制する機能と、を有す
るため、部品の増加を抑えつつこれらの機能を実現することができる。
【００５８】
　なお、本発明の技術的範囲は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨
を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
【００５９】
　例えば、ボード１４、オプション１５が無くてもよい。
【００６０】
　また、前記実施形態では、腰ボトム２２を多機能ボトムとして、さまざまな機能を有す
る側材６４が腰ボトム２２の両側に配置されていたが、本発明はこれに限られない。例え
ば、側材６４を背ボトム２１、膝ボトム２４、または足ボトム２５の左右方向における両
側に配置して、腰ボトム２２以外のボトムを多機能ボトムとしてもよい。
　あるいは、側材６４は腰ボトム２２の左右方向における片側のみに配置されていてもよ
い。
【００６１】
　また、前記実施形態では、背ボトム２１および脚ボトム２３の両方が回動する可動ボト
ムとされ、かつ、寝台１１を昇降、傾斜させる昇降機構３３を有する４ＡＣＴ（４モータ
ー）のギャッチベッドを採用したが、本発明はこれに限られない。例えば、傾斜機構を有
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さない３ＡＣＴ（３モータ）、昇降機構３３を有さない２ＡＣＴ（２モーター）、背ボト
ム２１または脚ボトム２３の一方のみが回動する１ＡＣＴ（１モータ）のギャッチベッド
を採用することも可能である。１ＡＣＴ（１モータ）のギャッチベッドの場合、寝台装置
１０に、背ボトム２１を可動ボトムとした背上げ機能を優先して搭載することができる。
つまり、本発明は、背ボトム２１および脚ボトム２３のうちの少なくとも一方を可動ボト
ムとした構成を採用することが可能であり、背ボトム２１および脚ボトム２３のうちの少
なくとも背ボトム２１を可動ボトムとした構成を採用することができる。
　さらに本発明は、電動式のギャッチベッドへの適用に限られない。本発明は、駆動機構
１６の動力が人力である手動式のギャッチベッドにも適用することが可能である。
【００６２】
（第２実施形態）
　次に、本発明に係る第２実施形態について説明するが、第１実施形態と基本的な構成は
同様である。このため、同様の構成には同一の符号を付してその説明は省略し、異なる点
についてのみ説明する。
　本実施形態に係る寝台装置１０は、使用者を乗せたまま簡便にＸ線撮影することができ
る点が前記実施形態と異なる。
【００６３】
　図１０に示すように、本実施形態の背ボトム２１は、ボトム側目盛部２１ｃを備える。
また、本実施形態の背ボトム２１は、Ｘ線を透過可能な材質により形成されている。ボト
ム側目盛部２１ｃは、背ボトム２１の上面における左右両端部に一対配置されている。ボ
トム側目盛部２１ｃの目盛は、例えば使用者の肺の前後方向の位置を表示する。
　図１２は、後述するカセッテホルダ７０を引き出した状態を示す斜視図であり、背ボト
ム２１を２点鎖線により表示している。図１２に示すように、本実施形態の背ボトム２１
は、突き当て部２１ｄと、一対のホルダ保持部２１ｅと、を備える。突き当て部２１ｄお
よび一対のホルダ保持部２１ｅは、背ボトム２１の下面側に配置されている。突き当て部
２１ｄには、カセッテホルダ７０の足側Ｆの端部が突き当てられる。これにより、突き当
て部２１ｄはカセッテホルダ７０の前後方向の位置を決める。一対のホルダ保持部２１ｅ
はそれぞれ、Ｌ字に曲げられたレール状に形成されている。一対のホルダ保持部２１ｅは
、カセッテホルダ７０を保持可能である。一対のホルダ支持部２１ｅは、カセッテホルダ
７０を前後方向にスライド可能かつ着脱自在に保持する。
　なお、図１０に示す背ボトム２１は、図１などに示す複数の通気孔２１ａを備えていて
もよい。
【００６４】
　図１０、１２に示すように、背ボトム２１の下面側にはカセッテホルダ７０が配置され
ている。カセッテホルダ７０は、一対のホルダ保持部２１ｅに保持される。カセッテホル
ダ７０内には、不図示のＸ線撮影用のカセッテを収容可能である。図１１に示すように、
カセッテホルダ７０は、把手部７１と、ホルダ本体７２と、位置決め機構７６と、ホルダ
側目盛部７５と、を備える。ホルダ本体７２は、平面視で前後方向に長い長方形状に形成
されている。ホルダ本体７２内には、不図示のカセッテを載置することができる。把手部
７１は、ホルダ本体７２の頭側Ｈの端部に配置されている。位置決め機構７６は、ホルダ
側目盛部７６に対応する範囲内で、カセッテホルダ７０内に収容されるカセッテの位置を
決める。位置決め機構７６は、一対の位置決め部７３と、位置決めバー７４と、を備える
。一対の位置決め部７３はそれぞれ、位置決め孔７３ａ～７３ｅを有する。位置決め孔７
３ａ～７３ｅはそれぞれ、前後方向に長い長穴７３ｆに連なっている。位置決め孔７３ａ
～７３ｅには、位置決めバー７４の端部が挿通される。位置決め孔７３ａ～７３ｅのうち
のいずれに位置決めバー７４の端部が挿通されるかによって、位置決めバー７４の前後方
向の位置が決まる。すなわち、位置決め部７３は位置決めバー７４の前後方向の位置を切
り替え可能に決めることができる。位置決めバー７４は、不図示のカセッテをカセッテホ
ルダ７０内に収容した際の、カセッテの前後方向の位置を決める基準となる。位置決めバ
ー７４の端部の先端が、ホルダ保持部２１ｅに左右方向で当接することにより、位置決め
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バー７４の左右方向の位置が規制される。ホルダ側目盛部７５は、位置決め孔７３ａ～７
３ｅの前後方向の位置に対応する目盛を有する。ホルダ側目盛部７５の各目盛の位置は、
ボトム側目盛部２１ｃの各目盛の位置に対応している。
【００６５】
　次に、本実施形態における各部の作用を説明する。
　例えば使用者の肺をＸ線撮影する場合には、寝台装置１０に使用者を乗せて、使用者の
肺の前後方向の位置をボトム側目盛部２１ｃにより読み取る。このボトム側目盛部２１ｃ
により読み取った結果を、カセッテホルダ７０の位置決めバー７４の位置に反映させる。
例えば、使用者の肺のボトム側目盛部２１ｃにおける位置が「３」であった場合には、位
置決めバー７４の端部を位置決め孔７３ｃに挿通する。これにより、位置決めバー７４の
位置が、ホルダ側目盛部７５における「３」の位置に決まる。次に、カセッテをホルダ本
体７２上に載置し、位置決めバー７４に突き当てる。そして、カセッテホルダ７０をホル
ダ保持部２１ｅ上で足側Ｆにスライドさせて、カセッテホルダ７０の足側Ｆの端部を背ボ
トム２１の突き当て部２１ｄに突き当てる。これにより、カセッテホルダ７０と背ボトム
２１との相対的な位置が決まる。
　以上により、カセッテホルダ７０内に収容されたカセッテの前後方向の位置と、使用者
の肺の前後方向の位置と、が一致し、簡便にＸ線撮影を行うことができる。
【００６６】
　なお、前記実施形態では使用者の肺をＸ線撮影する場合について説明したが、本発明は
これに限られない。例えば、腰ボトム２２上や脚ボトム２３上にボトム側目盛部２１ｃを
配置して、このボトム側目盛部２１ｃに対応するホルダ側目盛部７５を備えるカセッテホ
ルダ７０を採用してもよい。この場合には、使用者の腰部や脚部等の部位を簡便にＸ線撮
影することができる。
　また、ボトム側目盛部２１ｃの目盛は、使用者の身体の左右方向の位置を表示してもよ
い。この場合には、カセッテの左右方向の位置を決める位置決め孔７３ａ～７３ｅおよび
位置決めバー７４を用いてもよい。
　また、前記実施形態の位置決め機構７６は、位置決め孔７３ａ～７３ｅおよび位置決め
バー７４により、カセッテホルダ７０内に収容されるカセッテの位置を決めたが、本発明
はこれに限られない。例えば、カセッテホルダ７０内でスライド可能な位置決め壁を設け
て、この位置決め壁にカセッテを突き当てることで、カセッテホルダ７０内のカセッテの
位置を決める位置決め機構７６を採用してもよい。あるいは、カセッテから突出するピン
を位置決め孔７３ａ～７３ｅのいずれかに挿通することによって、カセッテホルダ７０内
のカセッテの位置を決める位置決め機構７６を採用してもよい。
　また、前記実施形態では、カセッテホルダ７０は背ボトム２１の左右方向における中央
部に配置されていたが、本発明はこれに限られない。例えば、カセッテホルダ７０は、背
ボトム２１に対して左右いずれかに偏って配置されていてもよい。この場合、カセッテホ
ルダ７０の左右方向の位置を表示する表示部が、背ボトム２１に備わっていてもよい。
【００６７】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、前記実施形態における構成要素を周知の構
成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、前記した変形例を適宜組み合わせても
よい。
【符号の説明】
【００６８】
　１０…寝台装置、１１…寝台、１２…支持架台、１３ａ、１３ｂ…側柵、２１…背ボト
ム、２１ａ…通気孔、２１ｂ…第一のベルト受け部、２１ｃ…ボトム側目盛部、２１ｅ…
ホルダ保持部、２２…腰ボトム、２３…脚ボトム、２４…膝ボトム、２５…足ボトム、６
４…側材、６４ａ…第一のマットレス規制部、６４ｂ…バッグ保持部、６４ｃ…第二のベ
ルト受け部、６４ｄ…第一のボトムヒンジ、６４ｅ…第二のボトムヒンジ、７０…カセッ
テホルダ、７５…ホルダ側目盛部
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